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所 ひとの動き（外国人住民を含む）　■総人口　22,815（ー22）　■男　10,904（ー15）　■女　11,911（ー7）　■世帯数　10,805（ー5）

御坊市ホームページ　http://www.city.gobo.wakayama.jp/　　　　　　　　　　　　　　　　  　※令和2年８月末　（　）内は前月比

　６月の初登庁からあっという間に４か月が過ぎました。
　これまで、感動すること、嬉しいことがたくさんありました。今回はその中の１つをご
紹介します。
　毎年６月に、東洋経済新報社が発表する「住みよさランキング」において、御坊市が全国812市区中65位、近
畿ブロックで５位、和歌山県では昨年に引き続き１位となったことです。
　ランキングは、安心度・利便度・快適度・富裕度の４つの視点から計20の指標を用いて算出されたものです。
　利便度においては全国で14位となり、「人口当たり飲食店数」は全国で15位と高評価、その他にも、「１万人
当たり医師数」は30位、病床数は42位と上位をキープしています。
　総合評価は65位と２桁台をキープしており、全国的に見ても「住みよいまち」として位置づけられているとい
うことです。
　この嬉しい結果を市役所にお越しになる皆さんへ機会があるたびに、お話しをすることにしています。
　市民の皆さんには、市外・県外に住んでいる子どもやお孫さんたち、また、東京・大阪等の都会では住みにくい
と感じている知人の方がいらっしゃれば、「御坊は、いいまち、住みよいまちですよ。」とPRをしていただい
て、一人でも多くの皆さんに、御坊に住んでいただくことができればと考えています。
　そのためには、働く場所の確保や子育て環境の整備等、解決していかなければならない課題はありますが、マイ
ナス面よりも、もっとプラスの面を強調してアピールしていくべきだと考えています。
　地方で働くと賃金は、都会より少し低いかもしれませんが、その分以上に住宅環境（家賃等）にかかる費用や生
活費が低く抑えられ、都会より自由に使えるお金がうまれます。
　そして、通勤時間が短縮され、スポーツや趣味を楽しむ自由な余暇の時間もたっぷりとれます。また、温暖な気
候、美しい海・山・川など、豊かな自然に囲まれ、きれいな水・空気、美味しい新鮮な農水産物に恵まれています。
　みんなで、この素晴らしい「ふるさと御坊の住みよさ」を自信と誇りを持って発信していきましょう。

　今年は５年に１度の国勢調査です。市民の皆さんのお手元に調査員からの調査票が届いているかと思います。国
勢調査は最も重要な統計調査です。調査へのご理解、ご協力をお願い申し上げます。

住みよさランキング和歌山県で第１位！

市長メッセージ市長メッセージ市長メッセージ

御坊市長　三浦 源吾（みうら げんご）

実りの秋～たわわに実った稲穂～
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保健だより 健康福祉課　☎0738-23-5645

御坊市と健康日高21は、受動喫煙防止に向けて「世界禁煙デー」に普及啓発活動を行います。

タバコの害から大切な人を守ろう 御坊市は、受動喫煙のない
社会を目指しています。

けむいモン（受動喫煙防止ロゴマーク）

日　時：毎週 月曜日　14：00～15：00
場　所：福祉センター２階　　※電話予約をお願いします♪
対　象：妊婦さん　産婦さん　赤ちゃん（生後６か月まで）
持ち物：産婦さんのみ、バスタオル・オムツ・水分（母乳・ミルク）

御坊市役所 健康福祉課 子育て世代包括支援センターにっこりあ　☎０７３８（２３）２５２５

 10月のにっこりあサロン

に こ に こ

日時：10月19日（月）14：00～15：00
内容：ベビーマッサージ
　　 オンライン版でも参加できます

❤ 10月のミニ講座のお知らせ ❤

がん検診を受けましょう！がん検診を受けましょう！
がん検診受診率向上キャンペーン月間です

がんなんて重い病気、私には関係ないわね

→ いまや日本人の2人に1人ががんになる時代です。
御坊市でも、長年にわたって死亡原因の第1位になっ
ています。

症状も無いし、健康だから受けなくていいよね

新型コロナウイルス感染症が気になるし、
今年の受診はやめておこうかなあ

→ 自覚症状のない早期がんを見つけるためには、
症状のない健康なあなたこそ検診の対象です。

　こんな風に考えている人はいませんか？ がん検診は、定期的に受けてこそ、
十分な効果を得られます。検診を実施する医療機関は、感染防止対策に努めて
いますので、今年も継続して検診を受けましょう。

～がん検診
　　愛する家族への
　　　　　　　贈り物～

広報ごぼう 令和２年10月号 2

この機会に、検診を習慣にしませんか♪この機会に、検診を習慣にしませんか♪

　節目年齢の方は、無料で検診を受けられます。対象の方の受診券には、
「無料」と表示していますので、ご確認ください。お得に受けられるこの機会を逃さない
ようにしましょう！
　がん検診を含めた様々な検診の情報は、御坊市のホームページをご覧ください。

無料受診券をお持ちの方は、お得に受診できます！



防災情報 防災対策課　☎０７３８-２３-５５２８

　
✓市内放送のサイレンによる住民周知
　市では、毎年津波防災の日に合わせて市内放送等による情報伝達訓練を実施しています。
（※今年は、携帯電話、スマホによるメール配信は行いません。）
　実施内容は、11月1日（日）の午前9：00～に南海トラフ地震が発生したと想定し、大津波警報のサイレンを
鳴らします。

✓自宅でできる避難訓練
　今年度は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止
のため、お住まいの地区で訓練等を実施しない場
合、自宅でできる防災活動に取り組みましょう。
自宅でできる防災活動の例として、「シェイクア
ウト訓練」を紹介します。（→図①）
　「シェイクアウト訓練」とは、アメリカで始
まった新しい形の訓練で、同時刻に一斉に参加者
全員が、机の下に隠れるなどの身の安全を図る行
動を取ります。
「自分の身は自分で守る」ことを意識するととも
に、地震の際の安全確保運動を身につけましょう。

✓避難場所や避難経路の確認
　御坊市津波防災マップや和歌山県防災ナビアプ
リ等により、自分や家族の避難場所や避難経路を
事前に確認しておきましょう。
　御坊市津波防災マップ（→図②）には、「我が
家の防災メモ」という外出時の避難場所や、家族
の最終集合場所を記入する欄がありますので、こ
の機会に一度家族で話し合ってみてください。
（→図③）
（※御坊市津波防災マップは市役所の防災対策課
まで来ていただくか、御坊市のHPからダウン
ロードしていただくと入手することができま
す。）

３ 広報ごぼう 令和２年10月号

市内一斉地震・津波訓練を実施します。

①

② ③

☆「我が家の防災メモ
　（↑図③）」は、
　 御坊市津波防災マップ
   （←図②）の
　 裏面に記載されています。

■放送内容（訓練放送）
　チャイム
　　こちらは防災御坊市です。ただ今から訓練放送を行います。

　　サイレン：３秒吹鳴２秒休止 × ３回
　　　大津波警報が発表されました。海岸付近の方は高台に
　　　避難してください。
　　　これは、訓練放送です。

　　  ※ ３回繰り返し
　こちらは防災御坊市です。これで訓練放送を終わります。

☆「シェイクアウト訓練」は、その場で
　「①しゃがむ」→「②かくれる」→「③まつ」の安全
　確保行動を約一分間で行えるもので、誰でも、どこで
　も参加することができます。
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　次の事項に該当し、かつ 自力または家族のみでの避難が困難な方 を対象にしています。
　①75歳以上の高齢者だけで構成された世帯に属されている方
　②介護保険の要支援または要介護認定を受けている方
　③１級または２級の身体障害者手帳の交付を受けている方
　④療育手帳の交付を受けている方
　⑤精神障害者福祉手帳の交付を受けている方
　⑥特定疾患医療受給者証の交付を受けている方
　※①から⑥以外で登録を希望する方は、健康福祉課へご相談ください。

　「災害時要援護者登録制度」とは、大規模な災害が発生したときに、自力で避難することが困
難（災害時要援護者）であったり、避難所などで支援を受けるときに、自身の障害や病状で特に
気にかけて欲しいこと（難聴・車椅子が必要・透析など）がある方に、事前に登録をしていただ
き、支援活動に生かしていく制度です。

　登録を希望する方は、次ページの御坊市災害時要援護者登録申請書に必要事項を記入し、健康福祉課へ提出し
てください。申請書は１人につき１枚ですので、ご夫婦などで同時に申請をする場合は、個別に記入してくださ
い。
　また、郵送での受付も行っています。

　郵送時の送付先
　〒644-8686　御坊市薗350番地　御坊市役所　健康福祉課　

知っていますか？ 「災害時要援護者登録制度」

登録対象者は？

登録方法について

　安否確認や避難誘導などの支援活動に活用するた
め、登録された情報を地域の自主防災組織、町内会
(区)、民生児童委員などに提供することについて、
あらかじめご同意いただきます。
　なお、登録された個人情報に
ついては、市ならびに情報の提
供先においても適正な管理を行
います。

　災害発生の予想は困難であり、全
ての場合に万全の体制がとれるわけ
ではありません。
　大災害では、全ての方が、被災者
となってしまうこともあります。

　災害の規模によっては、ただちに登録者の元への
安否確認や支援活動を行えないこともあります。

「災害時要援護者登録制度」について 健康福祉課　☎0738-23-5645

ご理解ください！ ご承知ください！
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御坊市災害時要援護者登録申請書

整理番号

　御坊市長　様

　私は、災害時要援護者登録制度の趣旨を理解し、同制度への登録を希望します。
　また、下記の個人情報が、災害時の避難支援や情報提供、安全確認等のため、市の関係部署や社会福祉協議会、
民生児童委員、町内会（区）、自主防災組織等に提供されることに同意します。

住　所 生年月日 年　　月　　日（　 歳）

電話番号

Ｆ Ａ Ｘ

大正　昭和

平成　令和
御坊市

氏　名

所属する
町内会（区）名

＊この欄は、本人が自筆困難で代筆した場合に記入してください
　代理人　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話

　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　（続柄　　　　　　　　）

自力で安全な場所へ避難することが、困難な理由に○をつけてください（４は理由を記入）
　１．高齢者（75歳以上）だけの世帯であるため
　２．介護保険の要介護または、要支援の認定を受けているため
　３．障害をもっているため
　４．１．２．３以外であるが、避難する際に支援が必要なため（理由を下記に記入してください）
　　　（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

＊寝たきりである。　　＊移動に車椅子が必要である。　　＊歩くのが不自由（シルバーカー・杖等必要）
＊インシュリン注射をしている。　　＊人工透析をしている。　＊在宅酸素をしている。　＊高血圧の薬を服用している。　
＊目が不自由である。　　＊耳が聞こえにくい。　　＊意志疎通がとりにくい。　　＊ひとり暮らしである。

緊急時の連絡先（家族等緊急時に連絡を取りたい人を記入してください）

★かかりつけ医（通院している病院等がある方）

氏名

氏名

氏名

備　考

住所 電話

続柄（　　　　）

続柄（　　　　）

住所

住所

電話

電話

避難支援者(近隣者などで避難を助けてくださる方がおられましたら、了解を得たうえで記入してください）

特記事項（災害時・避難時に特に知っておいてもらいたいことや必要な医療・福祉サービス等で該当するもの
は、すべて○をしてください。下記に記載している項目以外で必要な事柄はご自分でお書きください。）

居住地区の
民生児童委員名

㊞

男

　女

フリガナ

別記第２号様式

年　　　月　　　日

その他知らせておきたい事柄を記入してください



環境衛生課からのお知らせ 環境衛生課　☎０７３８-２３-５５０６

浄化槽について考えてみませんか？ ～１０月１日は浄化槽の日～
　『浄化槽の日』は、浄化槽の設置や管理方法等につい
て定める浄化槽法が昭和60年10月１日に全面施行され
たことを記念して定められました。家庭から出る台所な
どの生活雑排水は、そのまま水路から河川に流されると
水質を悪化させるため、合併処理浄化槽や公共下水道、
農業集落排水などの処理施設を整備し、生活排水の適正
処理を図っていく必要があります。
　現在、くみ取り便槽や単独処理浄化槽を利用した水洗
トイレを設置されているご家庭で、水回りの改修を検討
されている場合は、合併処理浄化槽の補助金制度を設け
ていますので、ご相談ください。

◎浄化槽の機能を正常に保つために
　　水をきれいにして流してくれる浄化槽ですが、水質をきれいな状態で流し続けていくためには、適正な維
　持管理が必要です。
　　浄化槽を適正に維持管理していくために、次の３つの事項が義務付けられています。
　　①保守点検…浄化槽の装置の点検・修理、汚泥の確認、消毒剤の補充など（年３回以上）
　　②清掃…浄化槽の中に溜まった汚泥の塊の除去、付属装置・機械類の洗浄（年１回以上）
　　③水質検査（法定検査）
◎浄化槽管理者は水質検査（法定検査）を必ず受けましょう！
　　水質検査（法定検査）は、浄化槽の保守点検、清掃が実施されて、浄化槽の機能が正常に働いているかど
　うか、放流される水の水質が基準を満たしているのかなどを検査するものであり、放流水質が悪くなって身
　近な生活環境の悪化等につながることを防ぐために行われています。県の指定検査機関である和歌山県水質
　保全センター（TEL：073-432-6433）が公正中立な立場で検査を行いますので、ご理解とご協力をお願
　いします。理由もなく水質検査を受けなかった場合、過料（罰則）が適用されます。

◆浄化槽設置整備事業補助金
　補助の利用を希望される場合は、事前に本人かご家族の方が環境衛生課までお越しの上、相談・申込を行ってく
ださい。
【補助金額】●単独処理浄化槽・汲取り便槽から転換の場合

※合計補助金額は、単独処理浄化槽撤去を含む金額になっております。
　汲取便槽から転換の場合は、補助対象外となるため90,000円を引いた金額になります。

◆締　切　11月30日（月）　※受付期間中でも補助予定基数【70基（配管工事は20基）】に達した時点で終了
　　　　　　　　　　　　　　　となります。
◆申し込み・問い合わせ　環境衛生課　☎0738-23-5506

広報ごぼう 令和２年10月号 ６

建物種類 人槽区分

5人槽
6～7人槽
8～50人槽

11～50人槽

浄化槽設置補助金額

330,000円
414,000円
546,000円

合計補助金額

720,000円
804,000円
936,000円

300,000円

546,000円 636,000円

配管工事費補助金額 単独処理浄化槽撤去費
補助金額

90,000円

対象外飲食店または
民宿等

専用住宅または
併用住宅

建物種類 補助対象となる人槽区分
5人槽
6～7人槽
8～50人槽

浄化槽補助金額
330,000円
414,000円
546,000円

専用住宅または
併用住宅

●新築・解体後の建替えの場合



令和元年度 
健全化判断比率と資金不足比率を公表します 財政課　☎0738‐23-5533

　令和元年度決算に基づく御坊市の健全化判断比率及び資金不足比率について、地方公共団体の財政健全化に
関する法律第３条第１項及び第22条第１項の規定により公表します。
　本市におきましては、一般会計等に赤字が出ていないため、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び資金不足
比率が発生しておりません。将来負担比率については、起債借入額の減等により前年度比1.5％の減となってお
り、早期健全化基準に達しておりません。また、実質公債費比率については、前年度比0.6％増で、早期健全化
基準に達しておりません。

実 質 赤 字 比 率

連 結 実 質 赤 字 比 率

実 質 公 債 費 比 率

将 来 負 担 比 率

資 金 不 足 比 率

──

──

──

──

──

福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計の赤字の程度を指標
化し、財政運営の深刻度を示すものです。

全ての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体としての赤字の程度を指標化
し、地方公共団体全体としての運営の深刻度を示すものです。

借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を
示すものです。

地方公共団体の一般会計の借入金や将来支払っていく可能性のある負担金等の
現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうか
を示すものです。

公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して
指標化し、経営状況の深刻度を示すものです。

実 質 赤 字 比 率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将 来 負 担 比 率

―

―

  12.5

103.4

―

―

  11.9

104.9

―

―

　0.6

△1.5

14.14

19.14

25.0

350.0

20.00

30.00

35.0

令和元年度指　　標 平成 30 年度 早期健全化基準 財政再生基準増　　減

♦令和元年度　御坊市健全化判断比率 （単位：％）

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計

公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計

水 道 事 業 会 計

―

―

―

―

―

―

―

―

―

20.0

令和元年度特別会計の名称 平成 30 年度 経営健全化基準増　　減

♦令和元年度　御坊市資金不足比率 （単位：％）

広報ごぼう 平成22年８月号７ 広報ごぼう 令和２年10月号



広報ごぼう 令和２年10月号 12８

　高
齢
化
の
進
展
等
の
社
会
経
済

情
勢
の
変
化
に
か
ん
が
み
、
相
続

を
め
ぐ
る
紛
争
を
防
止
す
る
と
い

う
観
点
か
ら
、
法
務
局
に
お
い
て

自
筆
証
書
遺
言
に
係
る
遺
言
書
を

保
管
す
る
制
度
が
新
た
に
設
け
ら

れ
、
本
年
７
月
10
日（
金
）
か
ら
運

用
を
開
始
し
ま
し
た
。

　本
制
度
で
は
、
自
筆
証
書
遺
言

に
係
る
遺
言
書
を
法
務
局
で
お
預

か
り
す
る
こ
と
で
、
紛
失
等
の
遺

言
書
作
成
後
の
ト
ラ
ブ
ル
が
解
消

さ
れ
る
上
、
家
庭
裁
判
所
の
検
認

も
不
要
と
な
り
ま
す
。

　「終
活
」
等
が
浸
透
し
つ
つ
あ
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
ご
自
身

の
財
産
を
ご
家
族
等
へ
確
実
に
託

す
方
法
の
一
つ
と
し
て
自
筆
証
書

遺
言
を
検
討
さ
れ
る
に
当
た
っ
て

は
、
ぜ
ひ
本
制
度
を
ご
活
用
く
だ

さ
い
。

　詳
し
く
は
、
和
歌
山
地
方
法
務

局
供
託
課
も
し
く
は
最
寄
り
の
支

局
ま
で
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

問

　和
歌
山
地
方
法
務
局
供
託
課

　☎
０
７
３
・
４
２
２
・
５
１
３
１

　
　（代
表
）

　
　和
歌
山
地
方
法
務
局
御
坊
支
局

　☎
０
７
３
８
・
２
２
・
０
３
３
５

　行
政
相
談
は
、
行
政
な
ど
の
苦

情
や
意
見
、
要
望
を
受
け
付
け
、

公
正
・
中
立
の
立
場
か
ら
そ
の
解

決
や
実
現
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、

行
政
の
制
度
や
運
営
の
改
善
に
生

か
す
仕
組
み
で
す
。

　相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守

さ
れ
ま
す
。

♦
行
政
相
談
週
間

　10
月
19
日（
月
）〜
10
月
25
日（
日
）

ま
で
の
一
週
間
は
行
政
相
談
週
間

で
す
。

　本
市
で
も
、
次
の
日
程
で
窓
口

を
開
設
し
ま
す
の
で
是
非
ご
活
用

し
て
く
だ
さ
い
。

時

　令
和
２
年
10
月
14
日（
水
）

　
　13
時
〜
15
時

　
　令
和
２
年
10
月
21
日（
水
）

　
　13
時
〜
15
時

場

　福
祉
セ
ン
タ
ー
３
階

問

　防
災
対
策
課

　☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
２
８

ステーションステーション

場　場所　　対　対象　　料　料金・費用　　内　内容　　定　定員

納　期　限
今月の納期限は11月2日（月）です
◇市・県民税（第３期）
◇国民健康保険税（５期）
◇後期高齢者医療保険料（４期）
◇介護保険料（10月分）

くらしの相談

預
け
て
安
心
！

自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制
度

　
　
　
が
開
始
さ
れ
ま
し
た

行
政
相
談
に
つ
い
て

　消費生活のトラブルについて、特にご注意いただきたい事例や相談件数の多い
事例についてお知らせします。

～『日高地域消費生活相談窓口』から～

 行政機関であるかのような紛らわしい表示や説明をして、個人情報等を聞き
出そうとする手口にご注意ください。
・国勢調査員は、「調査員証・腕章」を携行しています。「調査員証・腕章」
　を携行していない場合、対応しないでください。
・国勢調査員が電話やメールで預金残高や家族構成など個人情報を聞き取る
　ことは絶対にありません。
・ただし、以下の場合、御坊市役所から連絡する場合があります。
▶提出された調査票の記入内容に不明な点があるとき
▶期限までに調査票の提出が確認できないとき（この場合でも
　個人情報を電話で聞き取ることはありません）
○不審に思われたときは、次の窓口までお問い合わせください。
　（国勢調査担当窓口）御坊市役所 企画課　☎0738-23-5518

国勢調査に便乗した「かたり調査」にご注意を‼

◇問い合わせ　消費者ホットライン　☎（局番なし）１８８
　　　　　　　日高地域消費生活相談窓口（市役所1階）　☎0738-52-5288
　受付（平日9時～12時・13時～17時）※土日祝日年末年始は休み

◇心配ごと相談
　時　毎週水曜日
　　　13：00～16:00
　場　福祉センター3階
　問　御坊市社会福祉協議会
　　　☎0738-22-5490
◇人権相談
　時　毎週月曜日～金曜日
　　　8：30～17：15
　場　和歌山地方法務局御坊支局
　問　全国共通人権相談ダイヤル
　　　☎0570-003-110
　※毎週火曜日9時から16時は、
　　人権擁護委員が常駐しています。
◇御坊・日高常設法律相談所
　時　毎週木曜日
　　　13：30～16:00
　場　財部会館
　問　和歌山弁護士会
　　　☎073-422-5005
　※事前予約が必要です。
　※30分で5,000円程度の相談料
　　が必要です。
◇行政相談
　時　10月14日(水)・21日（水）
　　　13：00～15：00
　場　福祉センター3階
　問　防災対策課
　　　☎0738-23-5528
　行政相談委員
　　　久堀　修二　氏
　　　☎0738-23-2229
　　　寺﨑　鈴子　氏
　　　☎0738-22-2152
　

く  ぼり    　しゅうじ

てらさき　　すず こ

行政相談のマスコット
キクーン

紀陽銀行御坊支店
南側ショーウインドー

御坊写真教室友の会

御坊市文化協会
御坊まちかどミュージアム

９月28日（月）～10月28日（水）



不燃・大型ごみ
を出す日

◇平日
　８：30～16：20
・当日｢許可証｣発行
・許可証発行受付は１６時まで
◇休日【10月25日（日）】
　８：30～11：30
・１週間前から「許可証」発行
※許可証は市役所で発行します。

御坊広域清掃センター
「直接持込」

和歌山県ごみの散乱防止
に関する条例について

　「和歌山県ごみの散乱防止に関
する条例」が令和２年４月１日か
ら施行され、罰則規定等は半年間
の周知期間を設け、10月１日から
全面施行されます。
　この条例の特色は、環境監視員
がパトロール中にごみのポイ捨て
を発見すると、その場で回収を命
令し、従わない場合は罰則として
過料（５万円以下）徴収を行える
ことです。
　和歌山の豊かな環境を守るた
め、県民一体となって、ごみの散
乱を「しない」「させない」「許
さない」運動に取り組んでいきま
しょう。
●問い合わせ
　御坊保健所☎0738-24-3617

９ 広報ごぼう 令和２年10月号

◇資源ごみ
　 6日（第１火曜日）
◇小型プラスチックごみ
　13日（第２火曜日）
◇燃えないごみ
　20日（第３火曜日）
◇燃える大型ごみ
　27日（第４火曜日）
☆スプレー缶、卓上カセットボンベ
　などは必ず中身を使い切り、穴を
　開けてから｢資源ごみの日｣に出し
　てください。
　ライターは中身を使い切り、ガス
　を抜いてから燃えないごみとして
　出してください。

　◆
幼
年
消
防
用
和
太
鼓

　セ
ッ
ト
を
整
備

　
御
坊
市
幼
少
年
婦
人
防
火
委
員

会
で
は
、（
一
財
）
自
治
総
合
セ
ン

タ
ー
の
宝
く
じ
助
成
を
受
け
、
つ

ば
さ
保
育
園
幼
年
消
防
ク
ラ
ブ
に

幼
年
消
防
ク
ラ
ブ
の
育
成
と
し
て

防
火
パ
レ
ー
ド
な
ど
で
使
用
す
る

幼
年
消
防
用
和
太
鼓
セ
ッ
ト
を
整

備
し
ま
し
た
。

　
今
回
の
整
備
に
よ
り
今
後
の
地

域
防
災
を
担
う
幼
年
消
防
ク
ラ
ブ

員
が
、
防
火
思
想
の
普
及
啓
発
を

目
的
と
し
た
防
火
パ
レ
ー
ド
等
で

使
用
し
ま
す
。

問
　
消
防
本
部 

予
防
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
２
・
４
８
９
９

◆
「
中
財
部
区
自
主
防
災
会
」

　防
災
資
機
材
を
購
入

　
防
災
訓
練
や
防
災
研
修
な
ど
防

災
活
動
に
活
発
に
取
り
組
ん
で
い
る

「
中
財
部
区
自
主
防
災
会
」
が
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
の
助
成

を
受
け
て
防
災
資
機
材（
ヘ
ル
メ
ッ

ト
、車
い
す
、リ
ヤ
カ
ー
、担
架
、ラ

ン
タ
ン
等
）を
購
入
し
ま
し
た
。

問
　
防
災
対
策
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
２
８

 

　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
は
、

（
一
財
）
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー

が
、
宝
く
じ
の
受
託
事
業
収
入
を

財
源
と
し
て
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
活
動
に
助
成
を
行
う
こ
と
に

よ
り
、
地
域
社
会
の
健
全
な
発
展

を
図
る
と

と
も
に
宝

く
じ
の
社

会
貢
献
広

報
事
業
を

行
っ
て
い

ま
す
。

　
10
月
11
日
（
日
）
か
ら
20
日

（
火
）
ま
で
の
10
日
間
、
「
全
国

地
域
安
全
運
動
」
が
実
施
さ
れ
ま

す
。

　
ま
た
10
月
11
日
（
日
）
は
、

　地
籍
調
査
は
こ
ん
な
こ
と
に
役

立
ち
ま
す
。

・
災
害
復
旧
に
役
立
ち
ま
す
。

・
公
共
事
業
の
円
滑
化
に
役
立
ち

　
ま
す
。

・
土
地
に
か
か
る
ト
ラ
ブ
ル
の
未

　
然
防
止
に
役
立
ち
ま
す
。

・
土
地
の
有
効
活
用
の
促
進
に
役

　
立
ち
ま
す
。

・
課
税
の
適
正
化
に
役
立
ち
ま

　
す
。

　
今
年
度
は
湯
川
町
富
安
・
荊
木

及
び
塩
屋
町
北
塩
屋
の
一
部
地
区

で
地
籍
調
査
事
業
を
実
施
し
ま

す
。

　
対
象
と
な
る
土
地
所
有
者
及
び

関
係
者
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
境
界
確
認
の
立
会
い
等
に
ご

協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

問
　
農
林
水
産
課 

土
地
対
策
室

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
６
３

「
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
の

日
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
御
坊
警
察
署
管
内
（
御
坊
市
・

日
高
郡
）
で
は
、
昨
年
か
ら
、
窃

盗
事
件
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

　
被
害
に
遭
わ
れ
た
方
の
ほ
と
ん

ど
が
、
鍵
を
か
け
ず
に
自
宅
や

車
、
自
転
車
か
ら
離
れ
て
い
ま

す
。

　
「
少
し
の
間
だ
か
ら
大
丈
夫
」

と
い
う
こ
と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ

ん
。

　
自
宅
や
車
、
自
転
車
か
ら
離
れ

る
際
は
、
少
し
の
時
間
で
も
必
ず

鍵
を
か
け
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
普
段
か
ら
、
車
や
自
転

車
の
カ
ゴ
に
は
貴
重
品
な
ど
は
置

い
た
ま
ま
に
し
な
い
よ
う
に
心
が

け
ま
し
ょ
う
。

　
不
審
な
人
物
を
見
か
け
た
ら
、

す
ぐ
に
１
１
０
番
通
報
し
て
く
だ

さ
い
。

問
　
御
坊
警
察
署

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
０
１
１
０

　
防
災
対
策
課
　

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
２
８

問　問い合わせ　　申　申し込み　　時　日時　　締　締め切り　　

環境衛生課
☎０７３８-２３-５５０６

　

ステーションステーション
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
を

　
　受
け
て
整
備
し
ま
し
た

全
国
地
域
安
全
運
動
が

　
　
　
　
　実
施
さ
れ
ま
す

10
月
は
土
地
月
間
で
す

　

 

地
籍
調
査
に
ご
協
力
を
！



健康福祉課
☎0738-23-5645

保健行事カレンダー

広報ごぼう 令和２年10月号 1210

ステーションステーション

場　場所　　対　対象　　料　料金・費用　　内　内容　　定　定員

各
種
予
防
接
種
の
お
知
ら
せ

♦
高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

対・
昭
和
30
年
10
月
１
日
ま
で
に
生

　
ま
れ
た
65
歳
以
上
の
方

　※

個
別
に
通
知
し
ま
す
。

・
昭
和
35
年
10
月
１
日
ま
で
に
生

　
ま
れ
た
60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、

　
心
臓
や
腎
臓
、
呼
吸
器
、
ヒ
ト

　
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
免

　
疫
の
機
能
に
障
害
を
有
し
、
身

　
体
障
害
者
手
帳
１
級
に
該
当
す

　
る
方

　※

希
望
す
る
方
は
ご
連
絡
く
だ

　
　
さ
い
。

接
種
期
間

　
令
和
２
年
10
月
１
日
〜

　
令
和
３
年
１
月
31
日
（
要
予
約
）

助
成
回
数
　
１
回

自
己
負
担
額
　

　
無
料
（
今
年
度
の
み
）

接
種
当
日
に
持
参
す
る
も
の

・
予
防
接
種
依
頼
書
兼
予
診
票

・
健
康
保
険
証

♦
子
ど
も
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

　
本
人
・
保
護
者
が
希
望
す
る
場

合
の
み
、
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
義
務
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

対
　
御
坊
市
に
住
民
登
録
の
あ
る

　
満
１
歳
以
上
15
歳
以
下
（
中
学

　
３
年
生
）
の
方
（
平
成
17
年
４

　
月
２
日
〜
令
和
元
年
10
月
１
日

　
ま
で
に
生
ま
れ
た
方
）

助
成
期
間

　
令
和
２
年
10
月
１
日
〜

　
令
和
３
年
１
月
31
日
（
要
予
約
）

助
成
回
数

・
１
歳
〜
小
学
６
年
生
　
２
回

（
接
種
の
間
隔
は
２
〜
４
週
間
）

・
中
学
生
　
１
回

助
成
額
　
１
回
に
つ
き
１
０
０
０
円

♦
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン

　
令
和
２
年
10
月
か
ら
、
ロ
タ
ウ

イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
が
定
期
予
防
接

種
と
な
り
ま
す
。

　
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
は
２

種
類
あ
り
ま
す
。
医
療
機
関
で
相

談
し
、
ど
ち
ら
か
の
ワ
ク
チ
ン
を

選
ん
で
く
だ
さ
い
。

対
　
令
和
２
年
８
月
１
日
以
後
に

　
生
ま
れ
た
赤
ち
ゃ
ん

ワ
ク
チ
ン
の
種
類

・
ロ
タ
リ
ッ
ク
ス

　
生
後
６
〜
24
週
に
２
回
接
種

・
ロ
タ
テ
ッ
ク

　
生
後
６
〜
32
週
に
３
回
接
種

※

ど
ち
ら
の
ワ
ク
チ
ン
も
生
後
14

　
週
６
日
後
ま
で
に
１
回
目
を
接

　
種
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
ま
た
、
接
種
は
27
日
以
上
の

　
間
隔
を
あ
け
て
く
だ
さ
い
。

問
　
健
康
福
祉
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
６
４
５

　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、

公
的
年
金
な
ど
の
収
入
や
そ
の
他

の
所
得
額
が
一
定
基
準
額
以
下

の
、
年
金
受
給
者
の
生
活
を
支
援

す
る
た
め
に
、
年
金
に
上
乗
せ
し

　
今
年
度
デ
ジ
タ
ル
防
災
行
政
無

線
の
整
備
工
事
を
進
め
て
お
り
、
市

役
所
庁
舎
内
に
新
操
作
卓
の
設
置
が

完
了
し
ま
し
た
。
音
声
に
つ
き
ま
し

て
は
、
こ
れ
ま
で
職
員
の
肉
声
で
放

送
を
行
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
10
月

中
旬
か
ら
新
シ
ス
テ
ム
の
試
行
に
伴

い
、
電
子
音
声
に
よ
る
放
送
を
開
始

し
ま
す
。
な
お
、
し
ば
ら
く
の
間

は
、
従
来
の
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
の
放

送
と
な
り
ま
す
。

※

写
真
の
左
は
、
新
シ
ス
テ
ム
の

　
ス
ピ
ー
カ
ー（
右
は
従
来
シ
ス
テ
ム
）

問
　
総
務
課
　

☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
１
６

て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。
新
た

に
給
付
金
の
対
象
と
な
っ
た
方
に

は
日
本
年
金
機
構
か
ら
10
月
中
旬

頃
に
請
求
手
続
き
の
案
内
が
送
付

さ
れ
ま
す
の
で
、
同
封
の
ハ
ガ
キ

（
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
請
求

書
）
に
氏
名
等
を
記
入
し
、
日
本

年
金
機
構
へ
請
求
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、昨
年
度
の
対
象
者
で
、

支
給
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
原

則
手
続
き
不
要
で
す
。

対
　
次
の
ど
ち
ら
か
に
該
当
す
る
方

○
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い

　
る
方
で
次
の
要
件
を
す
べ
て
満

　
た
す
方

・
65
歳
以
上

・
世
帯
員
全
員
が
市
民
税
非
課
税

・
前
年
の
年
金
収
入
額
と
そ
の
他

　
所
得
額
の
合
計
が
約
88
万
円
以
下

○
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年

　
金
を
受
給
し
て
い
る
方
で
前
年

　
の
所
得
額
が
約
４
６
２
万
円
以

　
下
の
方

問
　
国
保
年
金
課 

年
金
係

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
３
０

1日
（木）

4日
（日）

7日
（水）

8日
（木）

14日
（水）

19日
（月）

20日
（火）

25日
（日）

28日
（水）

３歳６か月児健診
対　平成29年３月生まれ
時　13：00～
場　福祉センター2階
市民集団健診
時　7：00～10：00
場　アクオ3階
献血
時　① 9：30～11：00
　　②12：30～14：00
　　③15：30～16：30
場　①広域清掃センター
　　②日建産業株式会社
　　③水道事務所
１歳６か月児健診
対　平成31年２・３月生まれ
時　13：00～
場　福祉センター２階
フッ化物歯面塗布
対　３歳：平成29年８月生まれ
時　13：３0～
場　福祉センター２階
行って得する♪運動教室（要予約）
時　①10：00～11：30
　　②13：30～15：00
場　市立体育館
にっこりあサロン　ミニ講座
「ベビーマッサージ」
時　14：00～15：00
場　福祉センター２階
献血
時　14：00～16：00
場　北裏病院
市民集団健診
時　7：00～10：00
場　アクオ3階
４か月・10か月児健診
対　 ４か月児：令和２年６月生まれ
　　10か月児：令和元年11月生まれ
時　13：00～
場　福祉センター２階

年
金
生
活
者

　
　
　
　支
援
給
付
金
制
度

電
子
音
声
に
よ
る
防
災
行
政

無
線
放
送
の
開
始
に
つ
い
て



11 広報ごぼう 令和２年10月号

病・診連携休日
急患診療室当番医
【10月】

◇日曜・祝日の救急診療
　
　時間 10：00～12：00
　　　 13：00～16：00
　場所 ひだか病院内

　 ４日　森本　善文　医師
　11日　北裏　清剛　医師
　18日　天津　　寿　医師
　25日　丸山　晋右　医師
当番医が変更になることもあります。

◇土曜日の小児救急診療

　時間 15：00～20：00　
　　　（受付19：30まで）
　場所 ひだか病院内
　
　３日　奥田　修司　医師

　10日　龍神　弘幸　医師
　17日　ひだか病院　医師
　24日　家永　信彦　医師
　31日　中井　寛明　医師

・受診する場合は電話等で事
　前にご相談ください。
・急病でどうしても受診が必
　要な方が対象なので、診療
　にあたるスタッフも限られ
　ており、薬も必要最小限し
　か処方できませんので、軽
　微な症状の場合は、本来の
　診療時間内にかかりつけ医
　に受診してください。

ステーションステーション

問　問い合わせ　　申　申し込み　　時　日時　　締　締め切り　　

ひだか病院
☎0738-22-1111

体
験
教
室
　
参
加
者
募
集
！

令
和
２
年
度
御
坊
市
人
権
講
演
会

　
　
　
　
　
　
中
止
の
お
知
ら
せ

　
令
和
２
年
度
の
御
坊
市
人
権
講

演
会
（
主
催
：
御
坊
市
／
御
坊
市

人
権
啓
発
推
進
協
議
会
）
は
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

防
止
の
観
点
か
ら
、
市
民
の
皆
様

を
は
じ
め
、
講
演
会
へ
来
場
さ
れ

る
方
々
の
健
康
と
安
全
を
最
優
先

に
考
慮
し
、
開
催
を
中
止
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
講
演
会
を
楽
し
み
に
し
て
く
だ

さ
っ
て
い
た
皆
様
に
は
大
変
申
し

訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
何
卒
ご
理

解
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
致

し
ま
す
。

問
　
社
会
福
祉
課

　
人
権
・
男
女
共
同
参
画
推
進
室

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
０
８

時
　
令
和
２
年
11
月
15
日
（
日
）

　
　
13
時
30
分
〜
16
時

場
　
日
高
川
交
流
セ
ン
タ
ー

　
（
日
高
川
町
高
津
尾
７
１
８
の
３
）

講
師
　
岩
出
こ
こ
ろ
の
診
療
所
院
長

　
　
　
眞
城
　
耕
志
　
先
生

内
　
「
ア
ル
コ
ー
ル
と
の
つ
き
あ
い
方
」

・
体
験
談（
断
酒
会
、
Ａ
Ａ
メ
ン
バ
ー
）

・
県
立
こ
こ
ろ
の
医
療
セ
ン
タ
ー

　
で
の
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
治
療

　
の
取
り
組
み
紹
介

定
　
40
名
（
先
着
順
）

費
　
無
料

締
　
11
月
６
日

申
込
方
法

　
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※

状
況
に
よ
っ
て
、
開
催
中
止
さ

　
せ
て
い
た
だ
く
場
合
も
あ
り
ま

　
す
の
で
必
ず
お
申
し
込
み
を
お

　
願
い
し
ま
す
。
当
日
、
体
温
測

　
定
や
問
診
票
で
体
調
チ
ェ
ッ
ク

　
を
行
い
、
体
調
不
良
が
認
め
ら

申
込
方
法

　
開
館
日
時
に
、
電
話
で
お
申
込

み
く
だ
さ
い
。

※

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

　
予
防
の
た
め
、
マ
ス
ク
の
着
用

　
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
　
ま
た
、
開
催
日
当
日
、
風
邪

　
の
よ
う
な
症
状
（
発
熱
、
咳
、

　
咽
頭
痛
等
）
が
あ
る
方
は
、
参

　
加
を
お
控
え
く
だ
さ
い
ま
す
よ

　
う
お
願
い
し
ま
す
。

申
・
問

　
御
坊
市
歴
史
民
俗
資
料
館

　
（
御
坊
総
合
運
動
公
園
内
）

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
２
０
１
１

（
開
館
日
時
　
火
・
木
・
土
・
日
曜

　
日
・
国
民
の
祝
日
９
時
〜
16
時
）

金
属
の
ミ
ニ
銅
鐸
を

　
　
　
　
　
　
　
作
っ
て
み
よ
う
！

　
金
属
を
溶
か
し
て
特
別
な
鋳
型

（
い
が
た
）
に
流
し
込
み
、
高
さ

約
７
㎝
の
ミ
ニ
銅
鐸
を
作
り
ま

す
。

　
作
り
方
は
簡
単
で
す
の
で
小
学

生
で
も
作
れ
ま
す
。

ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
！

時
　
11
月
３
日
（
火
・
祝
）

　
　
13
時
〜
15
時

場
　
御
坊
市
歴
史
民
俗
資
料
館

料
　
無
料

対
　
小
学
生
以
上
の
方
（
小
学
生

　
　
は
、
保
護
者
の
方
の
付
き
添

　
　
い
が
必
要
で
す
。
）

定
　
先
着
10
名

募
集
期
間
　
10
月
17
日
（
土
）
〜

　
　
　
　
　
11
月
１
日
（
日
）

　
れ
る
場
合
は
受
講
を
お
断
り
す

　
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
ご
了

　
承
く
だ
さ
い
。

申
・
問
　

　
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
７
３
・
４
３
５
・
５
１
９
４

　
自
衛
隊
で
は
、
陸
・
海
・
空
自

衛
官
候
補
生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

応
募
資
格
　
18
歳
以
上
33
歳
未
満

　
　
　
　※

32
歳
の
方
は
条
件
有

試
験
日
　
令
和
２
年
10
月
18
日（
日
）

試
験
会
場
　
和
歌
山
県
民
文
化
会
館

締
　
令
和
２
年
10
月
17
日
（
土
）

※

願
書
請
求
、
そ
の
他
詳
細
に
つ

　
い
て
は
、
自
衛
隊
御
坊
地
域
事

　
務
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

　
さ
い
。

問
　
自
衛
隊
御
坊
地
域
事
務
所

　
　
御
坊
市
湯
川
町
小
松
原
４
１
０
の
１

　
　
丸
仁
第
一
ビ
ル
１
階

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
０
０
２
０

ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害

　
　
　
講
演
会
の
お
知
ら
せ

自
衛
官
候
補
生

　
　
採
用
試
験
の
お
知
ら
せ

ど
う
た
く



国保年金課からのお知らせ 国保年金課 年金係　☎0738‐23‐5530

　国民年金保険料は毎月納めていただきますが、収入の減少や失業、今般のコロナウイルス感染症の影響等によ
り、保険料を納めることができなくなることもあります。
　しかし、保険料を未納のままにしておくと、将来の年金（老齢年金）や、障害や死亡といった不測の事態が生じ
たときに「障害年金」や「遺族年金」を受け取ることができない場合があります。
　そのような状況を防ぐため、本人からの申請により、保険料が「免除」または「納付猶予」される制度があります。

★過去２年まで遡って免除申請できます。
　申請月の２年１か月分前の月分まで遡って免除申請ができます。
①免除（全額免除・一部免除※）制度
　　本人、配偶者、世帯主それぞれの、申請年度の前年所得が一定額以下の場合や、失業等の事由がある場合に、
　保険料の全額または一部が免除となります。
　※一部免除には、４分の３免除、半額免除、４分の１免除　があります。
②納付猶予制度
　　50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの、申請年度の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が
　猶予されます。
③学生納付特例制度
　　学生の方で、本人の申請年度の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。

　（注１）保険料を納めた場合と比べて、受け取る年金額が以下のとおりとなります。
　　　　　（平成21年４月以降の免除期間）
　　　　　・全額免除の場合：２分の１　　　　・４分の３免除の場合：８分の５
　　　　　・半額免除の場合：４分の３　　　　・４分の１免除の場合：８分の７
　（注２）一部免除については、減額された保険料を納めないと「未納」と同等の扱いとなります。
申し込み・問い合わせ先　国保年金課 年金係　☎0738-23-5530

　年金記録の確認、年金の請求、年金見込額の試算など、国民年金・厚生年金についての相談・手続をお
受けしますのでご利用ください。
　なお、相談を希望する方は、田辺年金事務所への電話予約が必要です。
　電話予約は各相談日の１か月前からできます。

国民年金保険料の免除制度について

年金相談をご利用ください

老齢・障害・遺族基礎年金の
受 給 資 格 期 間 に …

老 齢 基 礎 年 金 額 に …

納付状況等
年金への影響

含まれる

計算される

含まれる

計算される
（注１）

含まれる
（注２）

計算される
（注１,２）

含まれない

計算されない

含まれる

計算されない

納 付 全 額 免 除 納付猶予
学生納付特例 未 納一 部 免 除

相　談　場　所相　　談　　日

御坊市役所３階会議室

御坊市役所３階会議室

御坊市役所５階会議室

御坊市役所５階会議室

御坊市役所３階会議室

令和２年10月15日（木）

〃　　11月19日（木）

令和３年 1月21日（木）

〃　　 2月18日（木）

〃　　 3月18日（木）

◇相談時間　10：00～11：30、
　　　　　　13：00～15：00
◇電話予約　田辺年金事務所 
　　　　　　☎0739-24-0432
◇電話予約方法
　自動音声による案内が流れます。『最初の案内で
プッシュボタン１を押し、次の案内でプッシュボタ
ン２を押す。』または『番号を押さず、自動音声案
内終了後に職員が応答するまでお待ちください。』

「納付・全額免除・一部免除・納付猶予」と「未納」の違い

広報ごぼう 令和２年10月号 12
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おかあさん、あのね…

みんなのサロン
おとうさん、あのね…

のだ　こたろう　くん（５さい）

　　　玉置　哲也
身近な地域の相談窓口

（在宅介護支援センター藤田）
 ☎ 0738-24-0503

　　貴志　敏子
地域全体の相談窓口

（御坊市 介護福祉課内
  地域包括支援センター）
☎ 0738-23-5851

　　貴志　敏子
地域全体の相談窓口

（御坊市 介護福祉課内
  地域包括支援センター）
☎ 0738-23-5851

お
か
あ
さ
ん
、

い
つ
も
お
い
し
い
ご
は
ん
を

つ
く
っ
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
♥

さかもと　ゆう　ちゃん（５さい）

お
と
う
さ
ん
、

い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
つ
れ
て
い
っ
て

く
れ
て
あ
り
が
と
う
♥

し
ん
せ
い
保
育
園
の
巻

タ
イ
の
花
ま
る
エ
ッ
セ
イ

ハ
ワ
イ
の
ナ
イ
ト
マ
ー
チ
ャ
ー

　10
月
に
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
が
あ
り
ま
す
。
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
と
言
え
ば
、

幽
霊
話
を
思
い
出
し
ま
す
。

　ハ
ワ
イ
に
は
色
々
な
幽
霊
話
が
あ
る
け
ど
、
一
番
有
名
な
の

は
、
絶
対
に
ナ
イ
ト
マ
ー
チ
ャ―

の
話
で
す
。
学
校
で
キ
ャ
ン

プ
に
行
く
時
、
キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
の
周
り
に
座
っ
た
ら
、

こ
の
話
が
必
ず
出
て
き
ま
す
。
私
も
子
供
の
時
に
何
回
も
こ
の

話
を
聞
き
ま
し
た
。

　ナ
イ
ト
マ
ー
チ
ャ
ー
と
い
う
の
は
、
古
代
ハ
ワ
イ
の
王
族
な

ど
位
の
高
い
人
を
守
る
戦
士
の
行
進
で
す
。
普
通
の
人
た
ち
は
、

そ
う
い
う
位
の
高
い
人
を
見
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
の
で
、

神
聖
な
夜
に
目
立
た
な
い
よ
う
ひ
そ
か
に
進
み
ま
し
た
。
も
し
、

一
般
の
人
た
ち
が
そ
れ
を
見
て
し
ま
っ
た
ら
、
ナ
イ
ト
マ
ー

チ
ャ―

に
殺
さ
れ
る
か
ら
で
す
。

　

　ナ
イ
ト
マ
ー
チ
ャ―

は
、
今
で
は
も
う
い
な
く
な
り
ま
し
た

が
、
幽
霊
は
ま
だ
存
在
し
て
い
ま
す
。
今
で
も
位
の
高
い
人
た

ち
を
護
衛
す
る
た
め
、
神
聖
な
ハ
ワ
イ
の
土
地
を
訪
れ
る
ら
し

い
で
す
。
ナ
イ
ト
マ
ー
チ
ャ―

は
、
い
つ
も
松
明
を
持
っ
て
い

ま
す
。
来
る
前
に
、
ホ
ラ
貝
の
吹
く
音
と
太
鼓
の
音
が
聞
こ
え

て
く
る
は
ず
で
す
。
そ
の
音

を
聞
い
た
ら
、
す
ぐ
に
そ
の

場
で
ひ
れ
伏
さ
な
け
れ
ば
い

け
ま
せ
ん
。

　で
も
、
も
し
も
ひ
れ
伏
さ

な
か
っ
た
ら
、
ナ
イ
ト
マ
ー

チ
ャ―

に
命
を
奪
わ
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
自
分
の
魂
も
ナ
イ

ト
マ
ー
チ
ャ―

の
仲
間
に

入
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ

で
、
み
な
さ
ん
も
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

生
活
支
援

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
部
屋 

　こ
の
コ
ー
ナ
ー
は
２
か
月
に
１
回
、「
地
域
」
と

「
人
」
と
の
つ
な
が
り
を
紹
介
し
ま
す
。
み
な
さ
ま

か
ら
の
情
報
も
お
待
ち
し
て
い
ま
す
♪

生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
は

・
誰
も
が
イ
キ
イ
キ
と
生
き
が
い
を
持
っ
て
暮
ら

　せ
る
よ
う
に

・
み
ん
な
が
活
躍
し
、
支
え
合
え
る
関
係
が
で
き

　る
よ
う
に

住
民
、地
域
、行
政
を
つ
な
ぐ
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

こんにちは！
 生活支援コーディネーターです

こんにちは！
 生活支援コーディネーターです
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10月のおすすめ花まる本
御坊市立図書館　☎0738‐22‐0441
開館時間 火曜日～金曜日 9：30～18：30　 土曜日・日曜日 9：30～17：15

休館日 5日・12日・19日・26日・31日図書館だより
新着図書は1日・18日に並びます。

一　般　書 児　童　書

中山　七里　著『カインの傲慢』
なかやま　　しち  り

　臓器を抜き取られた死体が相次い
で発見された。被害者たちはみな、
貧しい家庭で育った少年だった。孤
高の敏腕刑事・犬養(いぬかい)は点
と点をどう繋ぐのか。医療と社会の
闇にも迫った警察ミステリ。『本の
旅行』掲載を加筆修正し改題。

　年をとって切られ、切り株に
なった木に、たんぽぽが話しかけ
てきました。切り株のきりばあ
ちゃんは、木だったころの話をた
んぽぽに話して聞かせました。
「高いところからの景色を見てみ
たい」と言っていたたんぽぽは…。

　両国の地回りの親分に跡目争いが
持ち上がる。娘のお夏(なつ)を守る
ように命じられたヘタレの芸人月草
(つきくさ)が、“まこと”を見通す
姫様人形お華(はな)と、西へ東へ駆
け回る！『小説野性時代』掲載に書
き下ろしを加え単行本化。

『あしたの華姫』 　畠中　恵　著
はたけなか　 めぐみ

なかや　みわ　さく『きりばあちゃんのともだち』

　体重が呪いのように増え続けてい
る。それなのに、ひょっとして、何
度目かのモテ期到来か！？令和もマ
リコは笑顔で運を引き寄せる。マリ
コシール付き。『ａｎａｎ』掲載
「美女入門」を書籍化。

『美女ステイホーム』 　林　真理子　著
はやし 　  ま   り   こ 『ひろった・あつめた

　　ぼくのマツボックリ図鑑』
　マツボックリには種類がある。
種類がちがっていても、形が似て
いるものもある。小さなマツボッ
クリ、大きなマツボックリ、ころ
ころしたマツボックリもあって…。
マツボックリを入口に「いろい
ろ」あることの楽しさを伝える。

　　　　盛口　満　絵・文

『あおいの世界』

　吹きかけたら友だちになっちゃ
うスプレー、いやな時間を早送り
できるリモコン…。空想癖のせい
でクラスで浮いていた小５のあお
いが、カナダの学校へ転校して…。
あおいの半年間の成長を描く物語。

花里　真希　著　

中島　梨絵　装画

はなざと ま　き

なかじま り　え

もりぐち　  みつる

おはなしの会 やってますおはなしの会 やってます
ごぼうおはなしの会
毎週日曜日　10：00～
幼児～小学生対象

泉のひろば
第１土曜日　13：00～
小学生対象

おはなしの会 やってます

ブックリサイクル開催のおしらせ

開催日　：①11月7日　 9：00～11：00
　　　　　②11月7日　14：00～16：00
　　　　　③11月7日　18：00～20：00
　　　　　④11月8日　 9：00～11：00
　　　　　⑤11月8日　14：00～16：00
　　　　　⑥11月8日　18：00～20：00
定　員　：各回30名
申込受付：10月7日（水）から
　　　　　窓口・電話・HPの申込フォームより

広報ごぼう 令和２年10月号 14

　図書館に置けなくなった古本・古雑誌を無料でさしあげます。
　今年はコロナ対策のため、開催日時を分散させ、参加人数も
制限させていただきます。
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御坊市ファミリー・サポート・センター
子育て応援連続講座

2020年度
後期

御坊市ファミリー・サポート・センター
子育て応援連続講座

♦定　　員:　20名（要申し込み。定員になり次第締め切ります。）
♦参 加 費:　無料
♦対 象 者:　御坊市周辺の一時保育経験者、子育て中または子育て経験のある方、講座に関心のある方、
　　　　　　 保育士・看護師・ヘルパー等の有資格者。
　　　　　　※育児中の方の一部受講も歓迎します。
　　　　　　※子育て支援員研修受講者、その他有資格者は受講免除可能な講座があります。
　　　　　　 詳しくはお問い合わせください。
♦一時保育:　無料 ※予約制、定員あり（詳細はお問い合せください）
♦締め切り:　2020年11月6日（金）
♦申し込み・問い合わせ　御坊市ファミリー・サポート・センター「そらまめサポート」
　　　　　　　　　　　　☎0738-20-9012　FAX0738-20-9013
　　　　　　　　　　　　E-mail : gsora@comdesign-npo.com

1日目

2日目

3日目

4日目

5日目

6日目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

日時・場所

11月20日（金）
財部会館
1階大会議室

11月25日（水）

中央公民館

3階大会議室

12月1日（火）

中央公民館

3階大会議室

12月12日（土）

福祉センター

4階大会議室

12月15日（火）

福祉センター

4階大会議室

12月19日（土）

福祉センター

4階大会議室

テーマ

事業概要

安全に預かるために①
（サポートの流れ・事故予防・報告書の書き方）

家庭での預かり保育

こどもと遊び

こどもの看護

こどもの病気

発達課題・
自閉症スペクトラムについて

救急救命講習会　入門コース

こどもの栄養と食生活
～具合の悪いときの食事と水分補給～

安全に預かるために②
（病児サポートの流れ・報告書の書き方）

病気の症状と観察　
及び　病院への受診

親とこどもの発達と関係性支援①

親とこどもの発達と関係性支援②

社会でこどもを育てるために

安全に預かるために③（育児グッズ紹介・
報告書の書き方・体験談・修了証受け渡し）

講師（敬称略）

そらまめサポート

そらまめサポート

城　皆子
（NPO法人コムデザイン理事・元公立保育園園長）

城　皆子
（NPO法人コムデザイン理事・元公立保育園園長）

内海　みよ子
（東京医療保健大学和歌山看護学部教授）

杉本　卓也
（ひだか病院小児科・部長）

森下　順子
（和歌山信愛大学教育学部子ども教育学科准教授）

御坊市消防本部

松崎　博子
（和歌山信愛女子短期大学非常勤講師・栄養士）

そらまめサポート

中井　寛明
（中井こどもクリニック・院長）

米澤　好史
（和歌山大学教育学部教授・臨床発達心理士SV）

米澤　好史
（和歌山大学教育学部教授・臨床発達心理士SV）

松本　千賀子
（そらまめサポート代表・臨床発達心理士）

そらまめサポート

10:00～12:00

13:00～15:00

10:00～12:00

12:50～13:50

14:00～15:30

10:00～12:00

13:00～14:30

14:45～15:30

10:00～12:00

13:00～13:20

13:30～15:00

10:00～12:00

13:00～15:00

10:00～12:00

13:00～15:00

2020年度2020年度2020年度
後期
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　有
限
会
社
隆
文
社
印
刷
所 ひとの動き（外国人住民を含む）　■総人口　22,815（ー22）　■男　10,904（ー15）　■女　11,911（ー7）　■世帯数　10,805（ー5）

御坊市ホームページ　http://www.city.gobo.wakayama.jp/　　　　　　　　　　　　　　　　  　※令和2年８月末　（　）内は前月比

　６月の初登庁からあっという間に４か月が過ぎました。
　これまで、感動すること、嬉しいことがたくさんありました。今回はその中の１つをご
紹介します。
　毎年６月に、東洋経済新報社が発表する「住みよさランキング」において、御坊市が全国812市区中65位、近
畿ブロックで５位、和歌山県では昨年に引き続き１位となったことです。
　ランキングは、安心度・利便度・快適度・富裕度の４つの視点から計20の指標を用いて算出されたものです。
　利便度においては全国で14位となり、「人口当たり飲食店数」は全国で15位と高評価、その他にも、「１万人
当たり医師数」は30位、病床数は42位と上位をキープしています。
　総合評価は65位と２桁台をキープしており、全国的に見ても「住みよいまち」として位置づけられているとい
うことです。
　この嬉しい結果を市役所にお越しになる皆さんへ機会があるたびに、お話しをすることにしています。
　市民の皆さんには、市外・県外に住んでいる子どもやお孫さんたち、また、東京・大阪等の都会では住みにくい
と感じている知人の方がいらっしゃれば、「御坊は、いいまち、住みよいまちですよ。」とPRをしていただい
て、一人でも多くの皆さんに、御坊に住んでいただくことができればと考えています。
　そのためには、働く場所の確保や子育て環境の整備等、解決していかなければならない課題はありますが、マイ
ナス面よりも、もっとプラスの面を強調してアピールしていくべきだと考えています。
　地方で働くと賃金は、都会より少し低いかもしれませんが、その分以上に住宅環境（家賃等）にかかる費用や生
活費が低く抑えられ、都会より自由に使えるお金がうまれます。
　そして、通勤時間が短縮され、スポーツや趣味を楽しむ自由な余暇の時間もたっぷりとれます。また、温暖な気
候、美しい海・山・川など、豊かな自然に囲まれ、きれいな水・空気、美味しい新鮮な農水産物に恵まれています。
　みんなで、この素晴らしい「ふるさと御坊の住みよさ」を自信と誇りを持って発信していきましょう。

　今年は５年に１度の国勢調査です。市民の皆さんのお手元に調査員からの調査票が届いているかと思います。国
勢調査は最も重要な統計調査です。調査へのご理解、ご協力をお願い申し上げます。

住みよさランキング和歌山県で第１位！

　これまで、感動すること、嬉しいことがたくさんありました。今回はその中の１つをご

市長メッセージ市長メッセージ市長メッセージ

御坊市長　三浦 源吾（みうら げんご）

実りの秋～たわわに実った稲穂～

広報広報




